
 

 

港湾、空港における発注者支援業務の評価（案）の概要 

 

１．対象業務 

  ※ 平成 25年度からの複数年（2カ年）契約及び平成 26年度の単年契約 

○発注者支援業務 

・発注補助業務 

・技術審査補助業務 

・監督補助業務 

・品質監視補助及び施工状況確認補助業務 

 

２．実施内容に関する評価 

○ 確保されるべき質 

・ 各業務が完了した際に発注官庁が実施する地方整備局等委託業務等成績評定要領に基づ

く業務成績の総合平均（平均総合評定点）により評価。 

・ 評価対象業務の平均総合評定点は、全体としては、民間競争入札導入前と比較してほぼ

同等の結果。 

・  すべての評価対象業務は、実施要項において実績として認められる業務成績 60点以上で

あったことから、発注者が求める品質は十分に確保。 

○  民間事業者等からの改善提案 

①業務の品質確保・向上を図るための定期的な内部監査の実施、繁忙期及び緊急時の支

援体制の構築、②独自の研修会・講習会による技術的なサポート体制の構築、③安全確認

の確実な実施のため、独自の点検チェックシートを活用し、点検結果を調査職員に報告し、

安全巡視を着実に実施する等、民間事業者等からの創意工夫により、業務品質が向上した。 

 

３．実施経費に関する評価 

全体として平均応札者数の減少及び一者応札の割合の増加傾向が確認されるため、競争

性について改善がされていない。評価対象業務の平均落札率は、従前と比較してやや減少

しているが、大きな改善はない。これらを踏まえると、実施経費についての評価は、あま

り改善されていないと思料される。 

 

 ４．今後の事業について 

本業務については、引き続き競争性の改善が求められる。平成27年度の業務発注に際し、

資格要件の緩和等を実施しており、この点について周知徹底を図るとともに、改善が見られ

なかった地域や業務分野については、その要因を分析の上、次期実施要項に反映する必要が

ある。また、民間事業者へのヒアリング等により、発注単位の見直し等、競争性改善に向け

た取組も引き続き行う必要がある。 

よって、翌年度以降も民間競争入札を実施することが求められる。 

資料５－１ 




